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定期監査の結果に関する報告に係る措置の通知について

令和８年(2026 年)１月９日付け監査報告第１号により提出のありました定期

監査の結果に関する報告書において、改善が必要な事項として指摘のありまし

た事項について、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により通知します。



監査の結果に基づき講じた改善措置

上下水道局水道管路課

ボートレース企業局ボートレース事業課

上下水道局水道管路課に関する事項

［指摘事項］

(1) 行政財産の使用許可に関する事務において、土地の一部の使用に係る使

用料の算定については、下関市上下水道局会計規程第１２１条第８項の規定

により準用される行政財産使用料条例別表 ２ 来庁者用駐車場以外の表備

考１の規定により、使用面積に１平方メートル未満の端数があるときは、当

該端数を切り上げて計算することとなっているが、使用面積の端数処理を行

わずに計算したため、算定した使用料の額に誤りがある事例があった。所要

の措置を講じるとともに、適正に事務処理されたい。

ボートレース企業局ボートレース事業課に関する事項

［指摘事項］

(1) 行政財産の使用許可に関する事務において、地下埋設物等を設置するた

めに使用する場合の使用料の算定については、下関市ボートレース企業局会

計規程第５９条の２第８項の規定により準用される下関市行政財産使用料

条例別表 ２ 来庁者用駐車場以外の表 土地の項第２号の規定により例に

よるとされる下関市道路占用料徴収条例別表備考６の規定により、長さに１

メートルの端数があるときは１メートルとして計算することとなっている

が、長さ１メートルの端数を切り捨てて計算したため、算定した使用料の額

に誤りがある事例があった。所要の措置を講じるとともに、適正に事務処理

されたい。

（改善措置状況）

今回の指摘を受け、行政財産使用者に対して令和７年１１月２

５日付けで使用料の追加請求を行い、令和７年１２月１０日に入

金を確認しました。

今後は、関係法令や通知文書の内容を把握するとともに、令和

８年２月３日付けで改正した行政財産使用許可に係るチェックシ

ートを活用し、チェック体制の強化を図ることで再発防止に努め

ます。



以上

（改善措置状況）

局内において行政財産の使用許可に関係する条例等を改めて周知すると

ともに、使用料算定時、端数処理のある事例については複数の職員で確認

を実施するよう体制を強化しました。

なお、算定誤りのあった２件の事例については、令和８年２月３日付けで

使用料の追加請求を行い、令和８年２月１３日及び３月９日にそれぞれ入金

を確認しました。


